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導入
　オランチョ県フティカルパ市に位置する最終フェーズ・グァジャペ谷農業開発プロジェク
ト（ＰＤＡＶＧ)、及び、カタカマス市のＥＮＡに位置する養豚開発センター（ＣＤＰＰ）
は、本協定署名者である同両機関の定める方針に従い、共同で、ＰＤＡＶＧの技術に必要な
研修、及び、その養豚事業の直接受益者に対する技術指導を実施する。

目的
　本協定の目的は、ＰＤＡＶＧとＣＤＰＰ間の行う技術指導サービスを正式化し、養豚事業
の受益者への必要な協力実施上における両機関の機能と責任を定めるものである。活動範囲
は、カタカマス、サンタ･マリア・デル・レアル、フティカルパ、サン・フランシスコ・
デ・ベセーラ市内にある。

約束事項
　ＣＤＰＰは以下を約す。
　研修活動
１．ＣＤＰＰは、繁殖、衛生、飼養管理、施設、流通情報に関し、研修計画に基づき、

ＰＤＡＶＧの技師を研修することを約束する。
２．ＣＤＰＰは、ＰＤＡＶＧの技師の研修における実演のため、その施設を提供する。
３．ＣＤＰＰは、研修終了時に、ＰＤＡＶＧの参加者に対し、関係する書類の全資料を

渡すことを約す。
４．ＣＤＰＰは、研修講師職員の移動に関する責任を有す。
５．受益者に対し、１項に示されたテーマに関して、グループでの実演、及び、現場視

察を行う。
基本的責任
ａ）ＣＤＰＰは、受益者に対し、豚の適切な管理を可能とする豚舎の建設と改善に関す

る的確な提言を行う。
ｂ）豚の飼養管理簿を正確に記録できるよう指導する。
普及活動
ＰＤＡＶＧの受益農民のために有益な現場での講習会に関し、ＰＤＡＶＧの普及員から
要請があった時、ＣＤＰＰは協力を行う。
事前に書類で要請があった時、ＣＤＰＰの技師は、融資機関ＮＧＯの担当技師ととも
に、ＰＤＡＶＧの受益者農場の技術指導に計画的に協力しなければならない。
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ＰＤＡＶＧは以下を約す。
１）ＰＤＡＶＧは、ＣＤＰＰに対し、事前に研修計画に関する情報を提供し、ＣＤＰＰの

研修計画に合わせなければならない。
２）ＰＤＡＶＧは、研修対象の技師と受益者の研修中移動手段を提供する。
３）ＰＤＡＶＧは、研修中使用される資材を提供する責任を有す。
４）ＣＤＰＰが、その普及計画業務実施のため、事前に書面で要請をした時、ＰＤＡＶＧ

の技師は、それに協力する。
基本責任
ａ）ＰＤＡＶＧは、養豚事業融資機関ＮＧＯと調整をし、また、同ＮＧＯに対し、ＰＤＡ

ＶＧの融資対象養豚事業のためにＣＤＰＰが実施する技術指導サービス内容を通知す
る。そして、受益者による効率的管理を構築する。

ｂ）全技術指導は、ＰＤＡＶＧを通して実施され、ＰＤＡＶＧよりＮＧＯにその移転が行
われる。これによって、直接的に受益者まで同技術者が行き渡るようにする。

ｃ）ＰＤＡＶＧは、技術指導対象受益者グループの氏名と住所名簿をＣＤＰＰに提出す
る。

資金源
ＰＤＡＶＧは、ＮＧＯに提出される融資は、養豚事業により生産体制を構築することに関
心のある村落組織の強化目的を有すことを表明する。同融資資金源は、ＡＣＤＩ（カナダ
国際開発事業団）より提供される。
評価
ＰＤＡＶＧは、ＮＧＯと受益者の監視を実施することができる。実施活動の進捗を知るた
め、全当事者はその監視を受け入れる。

有効期限
　ＰＤＡＶＧとＣＤＰＰ間の同協定は、署名日より１９９８年４月まで有効である。
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　以上に合意し、１９９６年　 月　 日、両当事者機関は本協定に署名した。

ＰＤＡＶＧ側

Ｇａｓｔｏｎ　Ｇｒｅｎｉｅｒ Ａｎｇｅｌ　Ｅｍｉｌｉｏ　Ａｇｕｉａｌａｒ

カナダ側プロジェクト長 ホンデュラス側プロジェクト長

Ｒｉｇｏｂｅｒｔｏ　Ａｎｄｉｎｏ

総務

ＣＤＰＰ側

Ｍａｓａｍｉ　Ｉｔｏ Ｊｏｓｅ　Ｌｕｉｓ　Ｓａｌｇａｄｏ

日本側プロジェクト長 ホンデュラス側プロジェクト長

証人 証人
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